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公 教 育 の 管 理 と 住 民 参 加

一 ニュ ー ヨー ク市 の事 例 を 中心 に一

1.大 都市化と公教育

入間の形成過程において,公 的に組織された体系的教育制度 としての公教育が直接 ・間接

にはたしている役割は,ま すます大きくな っている。なかんずく,公 教育が組織的に整備拡

充されてきた現代にあって,公 教育は,単 に個人 としての入間形成に大きな意義をもってい

るのみでなく,国 家社会のあり方 と個々人のその後の社会生活に対 して強い影響力を有 して

いるため,公 教育の組織化や管理のあり方が,社 会的関心を一層強 く集めるようになった。

公教育は,具 体的には主として学校を単位に組織化され,学 校を通 して機能を果 しているの

で,そ の体系的な学校制度の管理組織を,い かなる地域を行政上の単位 として,国 家的統治

体系 との有機的な関係のなかで組織 し,ま た再編するかは,公 教育の成立期以後つねに問題

にされてきたが,な かんず く地域社会の構造的変化が急激に進行 している現代において重要

な課題 となっている1)。

アメ リカ合衆国の学校管理機関は,一 般に,教 育委員会(BoardofEducation)で ある。

それは改めて述べるまでもな く,す でに植民地時代 にマサチューセッツその他の米国北東部

地方において,地 域社会の学校;を住民 自からが管理するために学務委員会(schoolcommi-

ttee)と して創設され,そ の後の学校教育の専門的発展に対応 して,一 般的には19世 紀末か

ら20世紀初期にかけて教育行政の専門職である教育長(superintendentofschools)の 職制

を採用して現在の教育委員会制度へと発展 してきた。その発展過程は,公 教育に内在する諸

条件 と公教育をめぐる外在的諸条件 との変化に,学 校管理組織を対応させようとするもので

はあったが,な かんず く現代における 「大都市化(metropolitanization)」 にともなう公教育

の基礎的諸条件の変化に十分に対応することはできず,ま たそれが故にも市民権運動(civil

rightsmovement)の 進展のなかで,公 教育のあり方が改めて問い質され,公 立学校の管理

組織の再編が強 く要請されるようにな った。

けだ し一般に指摘されているように,ア メリカでは産業資本主義が確立された1870年 代以

後,「 都市化(urbanization)」 がすすみ,都 市部に人口や経済的社会的活動(組 織)が 集中

化したのであったが,と くに1950年 代以後,中 核都市からその周辺の郊外の地域社会への人

ロや社会的活動の分散化が一方で急速にすすむようになった。 このような社会的現象は都市

化 と区別 して 「大都市化」と指称されているが,か かる社会構造の変化は,ニ ューヨーク市
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においても典型的にあ らわれている。たとえばニューヨーク市では,1970年 か ら75年の期間

に白人の同市からの流出は60万人以上になり,同 市の人口構成における白人の比率は67%か

ら62%へ 減少 し,逆 に黒人は約3万 人,他 の少数民族は約20万 人増加 したが,こ こで黒人の

人口増加が比較的少なかったのは,黒 人の中間階層の流出があったためと推察されている。2)

このような急激な人口構成の変動 と経済活動の分散がすすんだため,ニ ューヨーク市は財

政的需要の増大 と財政危機 に陥 ったことは周知の事実に属するであろう。

大都市化が公教育に与えた重大な影響は,た んに財政上の問題を通 してだけではない。た

しかにニュー ヨーク市においては,こ の財政危機のため教育予算 も削減の対象となり,た と

えば公立学校教員全体の8%近 くの約4.5万 人の人員削減が行われ,そ れだけでも重大な影

響であるには違いない。 しかしさらに,比較的に高い収入と高学歴をもち,子 どもの教育に深

い関心をもつ人々とその子どものニュー ヨーク市か らの流出と,比 較的に低所得で低学歴 の

人々の同市への流人にともなう「恵まれなく不利な条件にある子ども」(thedisadvantaged)

の増加 も,大 都市の公教育に深刻な問題を投げかけている。なかんず く,か かる人ロ流動の

なかで,公 立学校での人種統合教育(theintegrationoftheschools)の 政策は白人側の抵

抗などもあって十分な成果を実質的にあげることがで きな くなっているのみでなく,社 会の

構造的変化にともなう新しい教育要求に,大 都市教育行政の集権的官僚制組織のもとで公教

育を十分に対応させることがますます困難になってきており,そ のため,公 教育のあり方が

きびしく問われることにもなった。

ニューヨーク市において,1969年 に教育行政を地方分権化し,地 域住民の学校教育政策の

形成過程への参加を拡大する政策が採用されてきたのは,上 述のような大都市化にともなう

社会の構造的変化に対応して,教 育管理構造を改革することによって公教育のあり方を変革

しようとする一つの実験的試みであ った と考えられ,広 く注目されてきている。

本稿では,上 述のような観点から,ニ ュー ヨーク市の教育行政の分権化政策を歴史的に考

察し,そ の政策の展開過程の分析をとおして,地 域住民の公教育管理への参加の意義を明ら

かにするための一つの手がかりを探求 しようとするものである。

2.教 育行政 の分権 制の理念 と集権化

アメリカ合衆国憲法は,連 邦議会 ・政府の権限として列挙 した事項のなかに 「教育」を含

めなかったので,「 教育」は州の機能 とされ,一 般に州憲法または州法によって規定された。

したが って公教育組織は,そ の管理組織を含めて,各 州によって非常に異 っており,こ のこ

とは,わ が国などとは異 った大 きな特色の一つとな っている。近年・州の教育行政権は一般

に強化される傾向にはあるが,伝 統的には教育行政は,そ のための特別行政区として州が創
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設した学区(SchodDistrict)内 に居住す る住民が州の設定した基本的教育政策にもとつい

て学校を維持 ・管理するという教育の地方 自治の建前のもとで行われてきた。かかる学区制

は,少 なくとも法制的には19世 紀初期までには確立されていた。

マサチューセ ッツ州では,す でに1789年 の法律により学区は区内の学校に対する自治権を

与え られたが,さ らに1800年 と1827年 の法律により,学 区は,学 校の設立 ・維持のたあの課

税権をはじめ自治体 としての権能を与え られ,学 区の委員会は教科書の選定や教員の任命な

どの学校管理権を有す ることにな った3,。 換言すれば,こ れらの法律により学区内住民は,

自から学区内の学校を管理す る権限がかなり大幅に認められた。 このマサチューセッツ州の

学区制は,そ の後のアメ リカの地方分権的教育行政制度の原型 となり,全 国的に普及してい

った。もっとも,地 方教育行政単位 としての学区は,そ の成立の当初から一般地方行政単位

との関係において複雑であった。マサチューセ ッツ植民地議会が1647年 に学校の設置を命じ

たのはタウン(Town)で あったが,そ の中心地に建て られた学校か ら遠距離の地域に居住

する住民の希望により,あ る一定地域に居住す る住民が費用を負担 して建てた新しい学校を

もとに学区は成立 した。 したがって学区は,地 域住民が自か らの学校を設置し,住 民 自身が

学校を運営管理するための団体的基盤であ った。 しか し,学 校教育が地域住民により自主的

に管理されるとき,地 域間での学校教育における差異が大きくな った。1826年 の法律は,タ

ウンに学務委員会(schoolcommittee)を 設置し,公 立学校の一般的監督や教員免許状の認

定などの職務を遂行することを規定したが,そ れは学区の権限を侵害するとして住民の強い

反対を受け,翌 年には上述のように学区の学校管理権をも認めたのであ った。

ところで,ニ ューヨーク市においては,学 区制の影響を受けなが らも,大 都市への急速な

飛躍的な発展などの地域的特性もあって,学 区制の成立過程はかなり異 っていた。すなわち

ニューヨーク市が公立学校の設置に着手 したのは1842年 以後であり,そ れ以前には宗教団体

や慈善団体が私立学校を組織 し経営 していた。 したがってニュー ヨーク州が1795年 に普通学

校(commonschoo1)を 奨励する目的で補助金を配布することを立法化 したとき,ニ ュー ヨー

ク市では,そ の補助金を管理 し教育関係団体に配布するために,教 育行政官をはじめて任命

することになった。1824年には市内各区(ward)か ら一名つつの10名 の行政官(commissioner)

が任命され,補 助金の管理事務を担当した4)。 しかし公費補助の性格から,公 費補助の対象

になる教育事業の非宗派性 と宗教団体の教育事業 との関係などの問題をめぐって論争を招き,

それを契機に公教育の組織化がすすめられることになった5)。

1842年 に各区は個々のタウンとして取扱われ,各 区では2名 の行政官 と2名 の視学官

(inspector)そ して8名 の管理者(trustee)を 公選 し,各 区選出の行政官により市の教育委

員会(BoardofEducation)が 構成され,各 区では行政官 と管理者をもって区の学務委員会

(SchoobBoard)が 構成されることになった6)。したが ってニューヨーク市の公教育は,こ
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れ ら2つ の委員会を中心にして組織され,管 理されることになった。

以上のように二・ユーヨーク市においては,州 の教育補助金の管理 ・配分の仕事を契機 にし

て教育管理組織が形成され,こ の管理組織の立案にもとついて公立学校が設立されることに

な ったのであり,こ の点でマサチューセッッ州などにおける住民の教育自治の理念にもとつ

く教育管理の組織化とは,異 った成立事情にあ ったことが,ま ず注目され る。 しかも,ま た

ある意味ではそれだけに,教 育管理権の市当局への集中化が急速にすすめ られた。

1851年 には教育資金は区の教育管理機関には配分されなくて,市 教育委員会 によ って支出

されるなど,市 教育委員会の権限が拡大されると同時に,教 育長の職制化もはか られたの。

それは,急 速な しかも地域的には不均衡な人口増加などにともなう教育行政事務の複雑化な

どに対応するためでもあったが,さ らに教育行政事務の一元化をすすめる必要から,市 長に

よる教育管理権iの完全な掌握も一度ならず試みられた。そして1869年 には,5年 前に7地 区

(district)制 に再編されて公選されていた21名 の市の教育委員 と視学官の任命権を市長が握

ることによって,そ の意図は達成された。けだし市教育委員会が,区 の学校の管理者 とその

管理者の推薦 にもとついて校長や副校長を任命することにして,間 接的にはすべての教育管

理組織を市長の影響下におき,住 民の教育管理への参加は,法 制的には否定された。その後,

1896年 には,区 の管理者の職制が廃止され,市 教育委員会は教育長の推薦にもとついて校長

や教員を任命する権限が与えられ,ま た市内を15の 視察地区に分画 して各地区に5名 の視学

官を市長が任命することにして8),市 長の教育管理体制が,市 域の統合拡大による行政組織

の再編を直前にして,強 化されたのであった。

1897年 に,ニ ューヨーク市にブロックリン市(Brooklyn)と クイーンズ郡(ΩueensCounty)

および リッチモンド郡(RichmondCounty)が 併合され,旧 市(ManhattanとBronx)を

含めて5つ の行政区(Borough)に 再編されたのにともない,公 教育の新 しい管理組織が必

要であった。ニュー ヨーク市に統合された郡 ・市も各々教育委員会を設置していたので,旧

市 とブロックリン市の教育委員会は各行政区の学務委員会(schoolboard)と して存続 し,

他の2行 政区の学務委員会は新たに市長により任命され た。各々の学務委員会は行政区教育

長および2名 の同次長(associatesuperintendent)を 任命 し,新 しく設置された中央教育委

員会の基本的な教育政策にもとついて,行 政区内の教育行政を行 うことになった。

中央教育委員会は,各 行政区の学務委員会の委員長4名 と,旧 市の学務委員会が選んだ10

名およびブロックリン学務委員会が選んだ5名 の計19名 によ って構成され,市 教育長その他

の教育行政官や,教 員選考委員会(BoardofExaminers)を 任命 し,事 実上,教 育財政権も

もった。校長や教員の人事は,教 員選考委員会が作成した有資格者 リス トにもとづき,行 政

区教育長の推薦により,行 政区学務委員会により決定された。

以上のように,新 しい大都市ニュー ヨークの公教育の管理組織が形成されたが,旧 市郡を
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基礎単位にした行政区には各々学務委員会が従前の制度を形式的には継承して設置されるな

ど,組 織的にも市 としての一体性が確立されていない点に問題があった。 したがって行政区

と中央教育委員会の関係を円滑にし,市 全体 としての教育行政を統一あるものとすることが

当面の課題があった。1902年 に行われた教育行政組織の改革は,そ のような課題に対応しよ

うとする性格のものであった。まず中央の市教育委員会は46名 の委員構成に増員され,各 行政

区の人口に応 じて市長によって任命された。教育委員会か ら任命された教育長1名 と8名 の

教育次長(asgodatesuperintendent)は 教育長会議(boardofsuperintendent)を 構成した。9)

他方,各 行政区の学務委員会は廃止され,そ れに代 って市を46の 学区(schoolboarddistrct)

に分割 し,そ の各学区には 「学校を住民の手元においておくために」10)学務委員会が改めて

設置されることになった。その委員7名 のうち5名 は行政区長が任命 し,他 の2名 には区教

育長と中央教育委員会の委員が職権上の委員 となった。学務委員会の職務は,主 として学校

教育上の諸条件についての管理的かつ諮問的な仕事であった。

中央教育委員会は,教 育行政権を強化され,ニ ューヨーク市としての教育水準を確保する

課題を達成するために組織的に改編されたのではあったが,な お46名 という大規模の委員会

であり,し かも委員は無報酬であったので,教 育行政の立法的機能のみでなく執行的機能ま

で能率的に遂行 していく上で組織上の問題をもっていた。しかして19世 紀末以後,科 学的管

理による能率の向上をめざした行政改革運動がひろく推進されており,行 政の集権化 と:専門

化および政治か らの分離が強く要請されていた。かかる要請にこたえるための行政の組織的

改革のモデルとされたのは,当 時の経済界において急速に成長 していた大規模な産業官僚制

(industrialbureaucracy)で あったユ1)。二・ユーヨーク市の教育管理構造も,そ のような行

政改革運動の洗礼を根本的に受けねばならなか った。

か くてニューヨーク市では,1917年 に教育行政組織の重要な改革が行われ,教 育委員会は

46名 か ら7名 の 委員構成に急減され,教 育長は教育委員会の行政長官(chiefexecutive

offic6r)と してその職務権限を拡大された。教育委員の任命権は従来通り市長にあり,そ の

構成員が7名 に減少されたため,各 地域や宗教的団体の代表性などとの関係において,教 育

委員の人選を一層政治的性格の強いものにす るとともに,一 面ではそれを,市 長の自由裁量

権のもとにおいた。

こうして教育委員会は,そ れが伝統的に果 してきた学校の具体的管理機能を,敷 育長を中

心にした官僚制組織にゆだね,市 の基本的教育政策の決定を主にした立法的機能のみを果す

ことになった。 このような職能の分化は,学 校の管理は,特 定の集団の価値観か ら離れた専

門的科学的方法にもとつ くべきであるという考え方に立 ち,・地域の政治過程から学校を保護

するという意義を有 したのであった。 しか しこの行政組織の再編は,能 率性を高めるための

合理的で集権的な管理システムを確立する方向ですすめられ,地 域住民が 自から学校を管理
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するという伝統的な地方分権制の理念 とは異 った指向性をもち,教 育委員や教育長等に対す

る人事権を市長が直接 ・間接に掌握することによ って,教 育行政の政治性を強化する可能性

を高あ,市 長の公教育に対する不当な干渉への疑惑を深めるにさえ至 った12)。

1943年 に市教育委員は7名 から9名 へ増員されたが,そ れは,法 制的にはブロック リン行

政区には1名,そ れ以外の4行 政区には2名 の委員を選出させ るという地域代表制をとって

いたが,実 際には3つ の主要な宗教団体(Catholic,Pro亡es亡ant,Jew)に 平等に代表権を与

えること以上の意義はもたなかった。もっとも,こ の委員会の規模の拡大は,宗 教的かつ人

種的な背景にもとつく教育的価値観の調整 という点では重要な機能が期待できるものであっ

た13)。しかしそれは,市 長の教育委員の任命権を通 しての公教育への政治的干渉を防止する

機能は何ら企図されていなく,そ の点での制度の改革が要請されていた。

1961年 に州議会は教育委員の任命手続きを改正 し,教 育委員は,大 学 ・市民組織 ・教育団

体などの代表者か らなる選考委員会によ って作成され た候補者 リス トのなかから市長が任命

することになった。この改正は,た しかに教育委員の属性や社会的地位を改善し,あ る種の

社会集団には公教育への接近を一層可能にしたであろうが,市 長に対する委員会の政治的責

任(politicalaccountability)を 弱めた14)。 またこの改正では,「現行の地域学務委員会制

度の復活のために」5名 の委員からなる54の学務委員会が9名 の委員からなる25の学務委員

会に改編され,そ の委員は,地 域の選挙委員会の推薦にもとついて市教育委員会が任命する

ことにした15)。

かくして市教育委員会は市長の政治的影響力か らは一応分離され,ま たその翌年の法改正

により財政的裁量権 も一定範囲内で認め られ,教 育行政の市政からの独立性が強められた。

しかし,教 育委員は政治的 「力量」を欠 き,市 教育委員会の役割は,大 部分は相いれない圧

力や利害の平衡を保ち,政 策を発意することよりもむ しろ調整する役割を担当し,も っとも

重要で直接に権限として行使 してきた教育長の選任も,官 僚的圧力により組織内部の出身者

を任命してきたと批判されている16)。教育行政組織は,ニ ューヨーク市の公教育の組織的発

展にともなって拡大し,校 長等を含めた教育関係行政官は7,000人 以上に達し,官 僚制化と

専門主義化を組織体として高めていた。

以上のようにニュー ヨーク市においては,一 方でアメリカの伝統的な教育行政の地方分権

主義にもとつく学務委員会を事実上,行 政機関としての権能をほとんどもたない形態ではあ

れ,地 域社会に存続させつつ,し か し全市域的な教育水準の維持と向上のための集権的な教

育管理体制が専門的教育行政官としての教育長の職制を中心に形成された。 このようにニュ

ーヨーク市の公教育の管理は,二 元的教育管理体制として組織化されたのであったが,な か

んずく市教育委員会のもとでの市教育官僚制の形成は,地 区の学務委員会の権限を縮少し,

地域住民の学校管理機関としての性格を事実上弱め,地 域住民 とくに都市下層民の教育要求



公教育の管理と住民参加 45

を教育行政に反映させることを組織的にもますます困難にしていたのであった。そして市教

育体制そのものが過度に官僚制化されたもの(overbureaucratized)に なり,そ れは,精 力

的で刷新的(innovative)な 教師が,そ の状況を受けいれるか,教 育専門職を放棄するかに

よって,た だあきらめざるを得ない程であるとさえ批判されてもいた17)。他方,か かる市教

育官僚制の底辺において,あ る地区では 「学校にっいての最も基礎的なデータを収集するこ

とが不可能」であると報告されるような学校管理秩序の困乱も起 っていた18)。大都市化とい

う社会構造の急激な変化のなかで,ニ ューヨーク市は,教 育管理組織をさらにいかに再編す

るかという重要なそして非常に困難な課題に内在的にも直面していたといえよう。

3.住 民参 加 の要 求 とTheBundyReport

ニューヨーク市の学校で黒人やプエル トリコ人の子どもが就学生徒数の85%以 上をしめた

学校の比率は,1960年 には15%で あったけれども,1968年 には28%に 増加した19)。このよう

な大都市化にともなう就学児童,生 徒の人種的人口構成の急激な変化の傾向は,バ ス移送通

学(busing)な どによる人種統合教育の推進を一層困難にしていた。

周知のように,19世 紀末に連邦最高裁の 判決により確立された 「分離はするが平等に」

(seperatebutequal)の 原則にもとづき,白 人学校 ・黒人学校による入種分離教育の制度

が合法化されていたが,1954年 に連邦最高裁判所はその判例にもとつ く原則を破棄 した。こ

の判決を根拠にして市民権運動は 「人種共学」の完全な制度化による人種統合教育の推進を

一っの重要な運動目標とした。 しかし人種的にまた階層的に特定居住地域を形成する傾向の

強いプ メリカの大都市において人種統合教育をおこなうためには,通 学区の再編を行ったり,

黒人等の子どもの比率の高い学校区と白人の子 どもの比率の高い学校区との間でのバス移送

通学による相互乗り入れにより,就 学児童の人種的バランスをとることが必要であった。 し

か し,そ のような人種統合教育政策には白人側の強い反対 と抵抗や人口構成上の変化などが

あり,人 種統合教育を推進することには,大 きな限界があった。そのような運動の限界を示

し,ま たそれを克服する試みのための一っの契機になったのは,ニ ューヨーク市の第201番

中学校(1.S.201)の 新設開校問題であった。

第201番 中学校は,そ の校舎の設計や教育プ ログラムにおいて新しい学校のモデルを示す

ものとして計画されたが,そ の位置はイース トハ レームの黒人 とプエル トリコ人の居住地区

であったため,就 学生徒の人種構成における偏向などの問題があった。 近隣…住区(neigh-

borhood)の 代表者は,は じめは学校設置場所の変更をもとめ,新 しい中学校への白人生徒

のバス移送通学を要求 して人種統合教育の推進を要請 した。 しかしバス移送通学や通学区の

極端な区画再編などの施策による人種統合教育政策の強行は,た んに白人の反対や抵抗を受
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けたのみでなく,白 入のニューヨーク市内から郊外への逃避をさらに促進 し,ひ いては市の

財政基盤の底下さえ招きかねない問題さえも内包していた。そのような問題状況のなかで,教

育委員会は,そ の学校区の川向こうに住む白人家庭10,000軒 に新 しい中学校への子どもの就

学の勧誘を書面で行 ったにすぎなかったため,白人の子 どもは誰も入学を希望 しなかった20)。

第201番 中学校の近隣住区の両親や地域住民組織の指導者は,学 校の人種的統合を試みる

ことの失敗をもとに,学 校管理への直接参加を要求 しはじめた。それは,学 校を政治から隔

離し,学 校に関する重要な問題の決定は専門的知識にもとついて教育専門職者によってなさ

れるべきであるという歴史的に確立されてきた教育管理の理念への挑戦でもあった。換言す

れば,人 種統合教育の組織化の挫折は,そ の運動の指導者や親たちに,学 校教育の質をゲッ

トーの生徒のために改善する唯一の方法は,学 校教育上の重要な問題の決定に地域住民が直

接に参加すること,す なわち学校の コミュニテ ィ管理(communitycontrol)に あると確信

させ ることになった。

住民参加の概念は,連 邦政府の 「貧乏 との戦い」(waronpoverty)の 政策として採用 され

た一連の補助金事業にともなって 漸次 定着しつつあった。 たとえば1964年 の経済機会法

(EconomicOpportunityAct)は,コ ミュニテ ィ活動事業は 「そのサーヴィスの対象 となる

地域社会の住民や集団の成員の最大限の可能な参加をえて企画され,実 施されそして管理さ

れる」べきであることを規定した21)。この活動事業は,貧 乏とその原因を克服することを意

図したものであり,そ の活動事業の企画 ・実施 ・管理の過程にその対象 となる特定地域の住

民代表の参加をもとめたのであった。 したが ってかかる住民参加は,現 実には貧困者の参加

であり,少 数民族集団の参加としての性格をもって成立したのである。その限 りにおいて,

住民参加は市民参加とは異 った歴史的背景のもとで展開 したものであり,む しろ,現 在の市

民自治体制の弊害を市政から疎外された者の立場か ら社会的富と権力の再配分を要求する運

動としての性格をもっていたことが注目される22)。もっともかかる住民参加の運動は,地 方

自治に市民一般が積極的に参加 して市民 自治を確立 させようとす る市民参加の運動の理念と

基本的に矛盾するものではなか った。 したがって学校の コミュニティ管理の構想は,ゲ ッ ト

ー地区の学校教育の荒廃を克服する方策 として提起されたのではあったが,そ れを契機に,

伝統的な教育の地方 自治の理念にもとついた大都市の集権的教育行政制度の改革が広くもと

め られることになった。かかる動向のもとで,州 議会は,1967年3月 ニューヨーク市に対 し

て,市 長が翌年に学校管理制度を分権化す るための改革案を州議会に提出す ることを条件に,

特別教育補助金を交付することに同意 した23)。また同年7月 に市教育委員会が学校管理の地

方分権化をすすめる方法を実験的に試行するために指定 した 「実 験 学 区(Demonstration

Distr三cts)」一201番 中学校区,オ ーシャン・ヒル=ブ ラウンズヴイル(OceanHi11-Brownville)

ツウー ・ブ リッジス(TwoBridges)の3学 区一に対 して,フ ォー ド財団は,そ の実験的試
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行 の た め の資 金 援 助 を 行 った 。

実 験 学 区 で は,地 域 住 民 が 教 員 組 合 そ の 他 の 人 々の 援 助 を 受 けて,学 区 内 の 学 校 を 管 理 す

る計 画 が 作 成 され,管 理 委 員 会(governingboard)が 発 足 させ られ た。 管 理 委員 会 は,た

とえ ば オ ー シ ャ ン ・ヒル 学 区 で は25名 で 構 成 され,学 区 内 の 小 ・中学 校8校 か ら父 母 お よ び

教 師 の 代 表 が各1名 つ つ 選 出 され る と と も に,地 域 住 民 代 表5名,校 長 代 表2名,教 員 組合

代 表 と大 学 代 表 各1名 か ら構 成 され た24)。 ま た 管 理 委 員 会 は,ニ ュー ヨー ク市 教 育長 お よ び

同 州 教 育長 官 の監 督 の も とで,人 事 ・カ リキ ュ ラム ・財 政 に 関 す る権 限 を も ち,学 校 の 「自

主 管 理 」25)を 行 う こ と に な った。 か か る実 験 学 区 制 によ る コ ミュ ニ テ ィ管 理 の試 み は,1969

年 に 州議 会 で 州 教 育 法 が 一 部 改 正 され,い わ ゆ る 「地 域 分 権法(DecentralizationAct)」 が

成 立 す る と とも に 中 止 さ れ た た あ,こ の短 期 間 に 終 った 実 験 的 試 み を正 当 に評 価 す る こ とは

困 難 で あ る。 と くに オ ー シ ャ ン ・ヒル 管 理 委員 会 が13名 の 教 師 と6名 の 管 理 職 の配 置転 換 を

決 定 した こ とは,そ れ を 市 教 育 長 も承 認 しな か った け れ ど も,市 の教 員 組 合(UnitedFede-

rationofTeachers)お よ び管 理職 者連 合 協 議 会(CouncilofSupervisoryAssociation)の

双 方 か ら不 当人 事 で あ る との 強 い批 判 を受 け,市 教 員 組 合 の 反 対 闘 争 は全 市 域 的 な長 期 ス ト

ラ イ キ に発 展 し,そ の闘 争 は 入 種 や イデ オ ロギ ー上 の 問題 も絡 ま って 複 雑 な 様 相 を 示 した。

か か る事 件 が,教 育 の地 方 自治 へ の実 験 的 試 み の 成 果 に と って の み で な くそ の 評 価 に対 して

も,非 常 に 複 雑 な 影 響 を 与 え て い るが,こ の 実 験 的 試 み は,公 教 育管 理 に お け る地 域 住 民 ・

両 親 と教 育 専 門職 や 教 員 組 合 の権 限 関係 を め ぐ る問 題 な どを 中心 に,教 育 の コ ミュニ テ ィ管

理 に お け る問 題 点 と重 要 な 教 訓 を 提 起 して い る25)。

と ころ で ニ ュ ー ヨー ク市 長 は,前 述 の よ うに 州議 会 の 要 請 に応 えて 学 校 管 理 の地 方 分 権 化

の た め の改 革 案 を 作 成 す るた め に,1967年4月30日 に諮 問 委 員 会(advisorypanel)を 創設

し,そ の委 員 長 に フ ォー ド財 団 の 新 会 長 のMcGeorgeBundyを 任 命 した。 この 委 員会 の 委

員 の構 成 は人 種 的,ま た 性 別 に も配 慮 され て い た が,ニ ュー ヨー ク市 の教 育 体 制側 の代 表 者

は含 ま れ て い な か った 。 しか も,学 校 管 理 の 分 権 化 の た めの 組 織 再 編 の立 案 を 州議 会 が,市

教 育 委員 会 に対 して で は な く,市 長 に要 請 した こ と には,政 治 や 一 般 行 政 と教 育行 政 と の 関

係,な か んず く教 育 行 政 の 独 立 性 を主 張 す る伝 統 的 立 場 か らす れ ば,教 育 制度 の原 理 に か か

わ る 問題 も あ った。 後 に は 市 教 育 委 員 会 の諮 問委 員 会 へ の参 加 が も とめ られ た が,市 教 育 委

員 長 は最 終 的 に は この 委 員 会 の 報 告 書 に対 す る た だ一 人 の 反 対 者 にな った助 。

諮 問委 員 会 は約6か 月 間,調 査等 を 行 った 後,1967年11月9日 に報 告 書"Reconnectionfor

Learning"を 市 長 に 提 出 した が,そ れ は 一般 にバ ンデ イ報 告 書(BundyReport)と 呼 ば れ

て い る28)。 この報 告 書 は,そ の 主 題 す な わ ちReconnectionforLearningが 示 唆 して い るよ

う に,「 教 育 政 策 の展 開 に お け る地 域 住 民 の 自覚 と参 加(communityawarenessandparti-

cipation)を 高 あ る」 た め に 「ニ ュ ー ヨー ク市 の 公 立 学 校 は,大 幅 な 自律 権 を もつ 学 区 の連
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合体と中央教育機関とか らなるコミュニテ ィ学校制度co狙 皿unityschoolsystemに 改組さ

れるべ きで ある」との基本方針のもとで,学 校管理制度の地域分権化のための組織改革の構

想などを明らかにし,15項 目にわたっての具体的な勧告を行 ったのである。 この構想では,

「すべての分野の教育サービスを提供するのに十分な大きな規模と,コ ミュニテ ィの要求や多

様性への行政的接近 と柔軟性を促進するのに十分な小さな規模」 という条件を満たすように,

生徒数1万2千 人か ら4万 人の規模で30以 上60以 下のコミュニティ学区を創設することを勧

告 した。各学区は,その学区内のすべての普通の初等・中等教育機関の管理権をもち,そ の学

区内の親 と市長によ って選任された地域学務委員会(CommunitySchoolBoard)は,教 員

等の入事権iや一定の配分された教育費支出の裁量権などが与えられるべきだとされた。他方,

中央教育機関は主として特殊な教育機関の管理 と入種統合教育や教育費の学区への配分など

全市域的教育政策および コミュニティ学区の要請に対する中央機関としてのサービス等に対

する責任をもつものと構想 された。そ して この中央機関は,委 員会と教育長により構成 され

るが,委 員会の構成については,市長任命の三人制の常任委員会(Commissionofthreefull-

timemembers)と,地 域学務委員会の推薦権 も認める教育委員会の二案が並記されて提案

された。

バ ンデイ報告書はニューヨーク市長 リンゼイ(Lindsay,JahnV.)や 父母連合会(United

ParentsAssociation)な どの支持を受けたが,教 員組合(U.F ,T)な どの強い反対 も受け,

それの提案に対 しては多くの論点が提起された29)。その論点の根底に伏在 していたのは,ニ

ュー ヨーク市の公教育の質的改善をはかる管理のあり方についての,教 育政策の決定過程へ

の地域住民の参加を積極的にもとめて組織化する方向と,教 職の専門性と自律性を尊重 して

組織化する方向との基本的な考え方の対立であった。バ ンデ ィ報告書は,行 政機関としては

形骸化されて諮問機関的性格のものとして存続していた学務委員会を,地 域住民が教育政策

の決定に参加 し責任をとりうる学校管理機関として復権させることを,少 なくとも結果的に

は・もとめていたといえよう。 したがって このバ ンデイ委員会の改革の構想は,一 面では教

育行政における市長の地位を高めるものではあったが,教 育専門職官僚組織 としての市の中

央教育行政機関の権限を削減するものであった。その意味では,ニ ューヨーク市が大都市と

しての発展過程においてすすめてきた教育行政の集権化のための組織改革の方向を基本的に

逆転させ る性質をもつ提案でもあった。しかし,そ れまでニューヨーク市教育行政が全市域

的な教育水準の維持 と向上をもとめて組織改革を行 ってきたことの意義は,市 域的な公教育

の実態か らみてまったく解消されたわけではない。その意味においても,バ ンデ ィ報告書に

は,コ ミュニティ管理のもとにある学校教育に,ニ ューヨーク市の公教育として共通な一体

性をもたせるたあの教育行政の統合的機能をいかに組織化するかが,課 題として残されてい

た。
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またバ ンディ報告書は,コ ミュニティ学区を準自治体的性格をもつ教育行政の基礎単位に

することによって,連 邦政府の指導のもとですすめられてきたバス移送通学制による入種統

合教育政策の行きづまりを,公 式に認めたことも注目される。けだし前述のように,人 種的

階層的に特定居住地域を形成する傾向が強い場合,特 定地域を行政上の基礎的単位とした公

立学校の自主的管理は,各 学校での人種の統合を困難にするからである。たしかに現実の居

住地パターンと現行の学校制度のもとでのバス移送通学制による人種統合教育政策には限界

があり,そ のための約10年 間の努力の成果が十分に評価できないとすれば,公 立学校の管理

形態の変革による各々の特定地域での学校教育の質的改善をはかることが,大 都市の教育課

題を解決す るための重要なポ リシーとして提起せ られねばならない根拠があった。 この点に,

バ ンディ報告書は単なる教 育行政の地方分権化の提案以上の意義をもっていたといえるので

はないであろうか。

リンゼイ市長は,次 の三点を除いて,こ のバ ンディ報告書の提案にもとついた改革案を,

1968年1月,州 の知事 ・議会 ・教育長官に提出した。その三点とは,(1)中 央委員会の委員の

選任手続は現行のとおりとし,②公立高等学校は中央委員会の管理権の下におき,(3)教員は中

央委員会の行う地方資格試験(10CalqUalifyingeXam.)の 合格者から採用すること,で あっ

た30)。ニューヨーク市教育行政の分権化改革案は,バ ンデ ィ報告書や リンゼイ ・プ ランのほ

かに教員組合その他か らも州議会に提出されたので,州 議会を中心に,教 育過程への地域住

民の参加 と教職の専門的自律性とを公教育の管理構造のなかにいかに組織化するかの問題を

論争の軸にして,地 方分権化政策の推進派 と現行体制志向派との間で,ニ ューヨーク市の教

育行政の地方分権化法案の処理をめぐり激 しい対立が続いた。その対立は,教 育行政権の再

配分をあぐる問題であり,具 体的には・地域学務委員会にどの程度の権限を与えるかによっ

て,教 育政策の形成過程に影響力をもちうる社会階層の権力の大きさに変化が生じるだけに,

深刻な問題であった。

たとえば,学 区の規模について,バ ンディ報告書が30な いし60の学区に市を分区するよう

に非常に幅をもった提案を行ったことは,そ の規模の大小がたんに教育サービスと行政的柔

軟性 というむしろ理論的な問題にかかわっているのみでなく,地 域住民 と教育専門職者や教

師集団との教育をめぐる権力関係に深 くかかわっていた。そうであるが故に,教 員組合は学

区の小規模化に非常に強 く抵抗 したのであった31)。さらにまた学務委員の選出手続 にも問題

があった。一般的な選挙の有権者が一人一票を同じ比重でもつことの可否が,学 務委員の選

挙において問わればならなかった根拠も論理的には完全に否認できないものがあった。それ

は,公 立学校に子どもを就学させている親とそうでない親,な かんずく私立学校に子どもを

進学させている親をも含めた一般地域住民とを,直 接的には,公 立小 ・中学校の基本的運営

方針の決定過程 に住民として同等の比重で参加させ ることへの疑念か らである。そしてその
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ような疑念の根底には,学 区によっては,公 立小 ・中学校に子 どもを就学させている親の数

が,そ うでない親 ・住民よりも相当の差で絶対的に少ないということもありえたからである。

この選挙資格上の問題は,付 言するまでもな く,学 務委員会の社会的性格を規定する重要な

要因であったのである。

教育行政の地方分権化の改革案には,以 上のように容易には解決できない問題点があった。

州議会での長い論争の後,最:後 にニュー ヨーク州知事は7項 目からなる一種の妥協案を提示

し,1969年4月 に 「地域分権法」を成立せしめたのであった。それは,端 的に表現すれば,

バ ンディ報告書の教育改革構想を教育体制志向派の立場から再構成する方向で基本的にはま

とめられており,1968年11月 選挙での共和党の勝利を反映した性格を多分にもっていたとい

えよう32)。

4.教 育行 政 組織 の再 編 とTheFleischmamReport

1969年 の 「地域分権法」は,ニ ューヨーク市の教育管理構造を大 きく変革した。まず教育

行政単位としての学区は24学区から31学区へ再編されることにな った。州議会は30以 上で33

以下の学区数への編成を指示したが,こ れはバ ンディ報告書が30以 上60以 下の学区編成を提

案 していたことを考えれば,学 区の規模の縮小を最大限に抑えた ことを意味している。30以

上で33以 下の学区数に分画された場合,1学 区には平均 して最低約2万 人の小 ・中学校生徒

数があり,各 学区の全成人人口は平均約25万 人であることを意味していた33)。これ らの学区

は,「 コミュニティとその学校に就学する生徒の共通で しかも特別の要求」を考慮 にいれて

区画されることが法的に要請されていたので,学 区は実質的には,現 存の コミュニティを分

割させることなく人種的社会階層的分離を温存させ るものでありえた34)。31の各学区には,

その学区内の公立小 ・中学校の管理機関として コミュニティ学務委員会(Communityschool

board)が 設置され,そ の委員会は9名 で構成され,学 区内住民の選挙によって選ばれるこ

とにな った。

コミュニティ学務委員会は,そ れまでの諮問機関的性格の強か った学務委員会とは異 って,

その コミュニテ ィの教育長をはじめ校長や教員の人事権,教 科書の採択などの教育内容決:定

権,教 育費支出予算の決定権など教育行政上の重要な領域にわたって学校管理権を不十分な

が ら与えられた。もっとも市の中央教育行政機関として教育委員会(BoardofEducation)

が設置され,そ れは事実上,従 前か らの委員会を制度的には継承 したのではあったが,そ の

権限は実質的には縮小 された。 しか しなが ら教育委員会は,市 全体の教育水準の維持をはか

るために基本的な教育政策を決定する権限をもち,コ ミュニティ学務委員会の学校管理権の

行使は,そ の政策と矛盾 しないことがもとめられた。 したが って 市教育委員会が 決定する
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「政策(policies)」 は,コ ミュニティ学務委員会との権限関係を少なくとも法制的には規制

する性質のものであるが,そ の 「政策」というコトバの意味するものは概念的に明確性を欠

いており,ま た設定される政策は他の行政領域と関連をもっているだけに,そ れ ら両委員会

の教育行政権の具体的な展開過程において問題が提起される可能性もあった35)。

コミュニティ学務委員会の財政上の権限はとくに限定されていた。すなわち市教育委員会

が一定の手続のもとで児童 ・生徒数などにもとつく公式により配分した教育費を,各 学区内

においていかに配分するかについて自由裁量権は認められているが,そ の裁量権の行使には,

市教育委員会の政策のみでな く法令等によってきび しく制限されている。 しかも市教育委員

会 と教員組合との学級規模などの教育条件にかかわる団体交渉による 「協定(agreements)」

にもとついて,教 育費の配分金額の大部分が先決されることにな っている36)。したが ってコ

ミュニティ学務委員会の教育財政についての権限は,教 育税を徴収する権限が与えられてい

なかったのみでな く,市 教育委員会から一定の比率で配分された教育費もその学区内の地域

的条件にもとつ く教育政策の具体化のために自由に支出できる範囲は相当に限定されていた。

その限りにおいて,コ ミュニティ学務委員会がたとえ形式的に大幅な学校管理権が与えられ

ていたとしても,財 政的な裏付けの弱い管理権として実質的にはかなり限定されたものにっ

ていたといわねばな らない。 このことは,コ ミュニティ学務委員会が,学 区内の社会的条件

を配慮し,地 域住民の教育要求を学校教育に直接に反映させるために,学 校管理権を自主的

に行使することを,市 レベルでの 「政策」にもとついて制約していることを意味している。

前述のように,コ ミュニティ学務委員会は校長や教員等の人事権を与えられているが,そ

の権限も実質的には制約 されたものであった。たとえば学区の教育長は,州 の資格必要条件

に適合するものを任用しなければな らず,校 長その他の管理職者は市の教員選考委員会の行

う試験に合格す ることによって登録された有資格者 リス トから採用されねばな らなかった。

その試験は,黒 人やフ。エル トリコ系の多くの管理職志望者に対 して伝統的に大きな障壁 とし

て機能 していたので,ゲ ットーの学校の管理者 としての適任者を任命するという点からは,

改革以前のように上位3名 の有資格者の中から任用しなければな らないという条件はなくな

ったにしても,そ の リス トか ら採用しなければならなか ったことは,コ ミュニティ学務委員

会にとって一つの制約にな っていた。また教員についても同じく教員採用試験に合格したも

のの中か ら市の教育長(chancellor)が 採用して,各 コミュニティ学区に配当する権i限をも

ち,各 学区では学区内の特定学校へ新任教員を任命する権限のみをもった。そして教員の移
ヲ

動 にっ いて も一 定 の条 件 の も とで,そ の学 区 内 の学 校 間 で の み 各 学 区 に その 権 限 が 認 め られ

た にす ぎな か った。 も っ と も'市の 一 斉 読 解 力 テ ス トに お い て,成 績 の 下 位45%以 下 に生 徒 が

い る学 校 で は,「 国家 的 教員 選 考 試 験(NationalTeacherExaminations)」 な ど市 の採 用 試

験 以 外 の合 格 者 と して 登 録 され た リス トか ら採 用 す る ことが で き,地 域 の実 情 に対 応 させ る
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配慮もなされた鋤。

以上のようにコミュニティ学務委員会の学校管理権は,重 要な事項においてたしかに限定

されていた。教員の人事についてみると,20世 紀初期まで続いた教員人事における政治的ボ

ス支配や情実を排除 し,一 定の教育水準を維持するためには合理的で客観的な人事の基準に

もとつかねばならなかった。 しかしその人事の基準が合理化されればされるほど学区の人事

権は制約され.特 定地域の社会的教育要求を充足 させ る柔軟性を欠除 した教員人事にならざ

るを得ないであろう。このような矛盾を 「地域分権法」 も内在させていた。 したがって,学

校の コミュニティ管理を主張する立場からの不満は強 く,た とえば 「ブロンクス両親連合協

会(UnitedBronxParentsAssociation)」 などは,コ ミュニティ学務委員会の権限は弱 く,

選挙手続は非民主的で,学 区の区画は不合理であるが故に,1969年 の 「地域分権法」は 「不

公平で不道徳的で逆行的法律」であるとしてそれの施行を拒否することを宣言さえしたので

あった38)。かかる不満は一部の地域では,第1回 のコミュニティ学務委員の選挙をボイコッ

トする運動にも発展 した。

コミュニティ学務委員の最初の選挙は1970年3月19日(マ ンハッタン地区では4月)に 行

われた。それは,は じめは1月27日 に予定されて準備がすすめられたが,上 述のように 「地

域分権法」に対する不満が根強 く存在 し,しかも,選挙手続なども複雑であったか ら延期され

たのである89)。各学務委員会 の委員定数は9名 であったが,立 候補者は1,051名 であったの

で,各 学区での競争率は1.2倍 か ら9倍 までで,そ の平均競争率は4倍 弱であった。 しかし

〈第1図 〉が示すように平均投票率は14%に とどまり,な かでも学校のコミュニティ管理の

実験地区を含み,投 票ボイコットの運動が強かった23番 学区(OceanHill-Brownsvilleを 含

む地区)で は4.9%,5番 学区(1・S・201校区を含む地区)で は5・6%で あったことが注目され

る。当選 して新 しく学務委員になった278名 の人種的構成は・白人が201名 で,全 体の72%を

占め,黒 人は17%,ス ペイン系11%で あった。この委員の人種的構成比率は,就 学生徒数の

人種的構成比率が各々,40%,34%,25%で あったのと対比すれば,そ の委員の人種的構成

比率には人種的偏向があることが指摘されねばな らない。 しかし他面では1970年 の人口調査

によれば,全 市人口の人種的構成は同じく,64%,20%,13%そ してその他3%で あったの

で,市 全体の人種的人口構成を,委 員の構成比率はむしろかなり正確に反映させていたとも

いえよう鋤。いずれにせよ,こ の選挙の結果は,公 立学校の管理委員会としての委員構成の

あり方について,一 つの重要な問題を提起している。
へ

代表的な学務委員のプロフィー一ルは 「その学区に約9年 間居住 し,私 立学校に在学 してい

る2入 の子どもをもち,中 級の管理職で,ユ ダヤ教かカ トリック教の信者の白入男性」 とし

て描かれているが,そ れは,実 験学区の平均的管理委員が,「 公立学校に子どもを在学 させ,

貧乏で労働者 の背景をもつ高等学校卒の女性」であったのと比較 してきわめて対照的であっ
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〈第1図 〉 コミュニティ学務委員選挙の投票率 と

各学区の生徒及び委員の人種的構成
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た鋤。そのような新しい学務委員の一般的な属性は,コ ミュニティ学務委員会の学校管理機

関 としての機能に一つの方向を与えたと考え られる。たとえば,そ れ ら31の学務委員会の大

部分は,教 育専門家や市の中央教育行政官の伝統的役割をすすんで受けいれて明 らかに現状
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志 向 的 で あ り,二 つ の 学 務 委 員 会 の み が 「変 革 機 関(changea琴ent)」 と して の性 格 を もつ

もの と規 定 で き,こ の二 つ の学 務 委員 会 は,自 己 を 教 育 政 策 の 形 成 者 とみ,専 門職 員 の選 考

手 続 を 変 え た り,教 育 の質 を改 善 す る手 段 と して 新 し いプ ログ ラム の 開発 を奨 励 して い る と

報 告 され て い る蝸 。

「地 域 分 権 法 」 に も とつ い て行 われ た教 育 行 政 組織 の 再 編 は,上 述 の簡 単 な部 分 的考 察 か

らも 明 らか で あ るよ う に,教 育 行 政 の地 方 分 権 化 を 推 進 す る もの で は あ った に ち が い な い が,

学 校 の コ ミュ ニ テ ィ 管 理 の 組 織 化 を 要 求 す る運 動 に十 分 に応 え る も の で な か った 。 コ ミュ

ニ テ ィ学 務 委員 会 は,地 域 社 会 の教 育条 件 とそ の住 民 の 教 育 要 求 を学 校 教 育 に 十 分 に反 映 さ

せ,教 育 の質 を 改 善 す る ため に,学 区 内公 立 学 校 の 運 営 上 の 権 限 を十 分 に か つ 明確 に 与 え ら

れ て い た とは い え な いで あ ろ う。 した が って,「 学 校 運 営 上 の意 思 決 定 に お け る権 能 の 配 分

に 主要 な 変 化 は なか った。 ニ ュー ヨー ク市 に おけ る教 育 政 策 は,中 央 で の 団体 交 渉 に よ る契

約 と協 定 の も とで,教 員 組 合 と管 理者 協 会 の 教 育 専 門職 に な お依 存 して い る。 市 教 育 委 員 会

とそ の 事 務 局 は重 要 な権 能 を保 持 して い る」43)と,実 証 的 調 査 結 果 に も とつ い て指 摘 され て

い るよ う に,教 育 行 政 の地 方 分 権 化 政 策 に も とつ く組 織 的 変 化 の実 態 に つ い て 改 め て 問 い 質

さ れ る必 要 も あ った 。

た しか に 「地 域 分 権 法 」 は,そ れ の2・3年 の 施 行 経 過 に も と つ い て容 易 に評 価 され う る

も ので はな い。 しか し,教 育 管 理 体 制 の組 織 的 再 編 の基 本 的方 向 は,公 教 育 の 質 や条 件 が 問

わ れ,そ の改 善 が 検 討 さ れ る と き,つ ね に改 め て 問題 に さ れ ね ば な らな い性 質 の も ので あ ろ

う。 以 上 の よ うな意 味 に お い て,フ ラ イ シ ュ マ ン委 員 会(FleishmannCommission)が 地 方

分 権 化 の一 層 の 推 進 を1972年 に勧 告 した こ とは 注 目 され るの で あ る。

フ ラ イ シ ュマ ン委 員 会 は,1969年 後 期 に,ニ ュ ー ヨー ク州 知 事 と州 教 育 委 員 会(Boardof

Regent)と の共 同 決 定(lointaction)に よ り,ニ ュー ヨー ク州 の 初 等 ・中等 教 育 の 内 容 ・

費 用 ・財 政 につ い て 包 括 的 に検 討 し,そ れ ら教 育 の 内容 や 条 件 の改 善 の た め の勧 告 を 行 うた

め に設 置 され た 。 そ れ は,正 式 に は,「 初 等 ・中等 教 育 の 内容 ・費 用 ・財 政 に 関 す る ニ ュー

ヨー ク 州委 員 会(TheNewYorkStateCommissionontheΩuality,Cost,andFinancing

ofElementaryandSecondaryEducation)」 と呼 ば れ,弁 護 士 のM・Fleishmannを 委 員 長 に

18名 の 委員 で 構 成 され た。 この委 員 会 は,教 育 の 内容 ・費 用 ・財 政 につ い て の具 体 的 な 検 討

の結 果,そ れ らは管 理 や組 織 の 問 題 と深 い関 係 に あ る と い う観 点 か ら,こ れ ら二 つ の 領域 を

含 め た包 括 的 な分 析 を 行 な い,い わ ゆ る「フ ラ イ シ ュマ ン報 告 書(TheFleishmannReport)」

を 提 出 し,い わ ばニ ュー ヨー ク州 教 育 改 革 の一 つ の 青 写 真 を 提 示 した鋤 。 そ の改 革 構 想 の 基

本 原理 にな った の は,平 等 ・卓 越 性(excellence)・ 能 率 ・柔 軟 性 で あ った ・

フ ライ シュ マ ン委 員 会 の 一 つ の 結 論 は,教 育 制度 に は よ り一 層 の 対 応 性(responsiveness)

と柔軟 性 が 必 要 で あ る と い う こ とで あ った 。 そ の 観 点 か ら財 政 的 に は州 の責 任 を 強調 し,そ
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の面での集権化 と同時に,政 策形成における分権化をもとめ,と くに政策決定権が教育の基

礎単位である地方の学校にもっと与え られるべきことが主張された。しかし報告書では,学

校管理の根本的な組織の再編を提案することは現時点では有益でないとの判断か ら避けられ

たが,州 内のすべての公立学校は 「父母審議会(ParentAdvisoryCouncil)」 を設けること

を勧告 し,そ れのもっとも重要な機能は校長の選考に参加することにあるとされた。けだし

校長は,学 校の管理責任者(schoo1'schiefexecutiveofficer)と して実質的に一層の自治

権(autonomy)と 責任が与え られ,と くに学校の教職員の人事に裁量権が与えられるべき

ことが勧告 されており,教 育制度において生徒の学習にもっとも責任を負いうる個々の学校

の 自主性と同時にコミュニティとの深い関係が重視されたからである。

またその報告書では,学 区数は一応現行の31学区を継承することにしたが,コ ミュニテ ィ

の社会的特性や要求をその学務委員会の構成に反映させるため,そ れの選挙区を中学校の通

学区にす ることを提案するとともに,一 般に州内の地方教育委員会が有しているすべての権

限がコミュニティ学務委員会に与えられ,コ ミュニティ学区は 中学校以下の 学校教育事業

(schQolprograms)を 管理し運営するすべての権限を州や連邦政府の教育基準の範囲内に

おいてもつべきであることを勧告 した。教育費は州か ら直接に学区に配分され,そ の歳出予

算の作成権は学区にあると構想されたので,そ の学務委員会は,財 政のみでなく,入 事権な

どすべての学校管理権をもつ教育行政機関として性格づけ られた。もっとも,そ れ らの決定

過程において,た とえば教員の選考においては校長に主要な発言権が与えられるなど,学 校

運営の自主性を尊重 している点に基本的な特色があった。

以上の考察か らも明らかなように,フ ライシュマン報告書は,1969年 の 「地域分権法」の

理念をむ しろ継承 し,さ らにその理念を拡充 して具体的に構想 しようとしたものであったと

いえよう。すなわち1969年 の 「地域分権法」も教育過程への住民参加の意義を認めなが らも

学区の規模を大 きくし,し かもコミュニティ学務委員会の権限を実質的には強 く制約す るな

ど,教 育管理への住民参加は事実上不徹底に終 っていた。 しかしフライシュマン報告書は,

地域住民の教育過程への参加を個々の学校のレベルで制度的に保障 し・かつ学校教育事業の

自主的運営を基本方針にして教育行政権の分権化をすすめるべきことを提案 したのである。

たしかにフライシュマン報告書が指摘 しているように,ニ ューヨーク市の公教育の管理組織

を分権化することは,そ れ 自体が目的でなく,ま た大都市がかかえている多くの教育問題を

解決することを保障するものでもない。 しか しそれは・集権的行政機構のもとでの問題解決

よりも,一 層有効な行政的対応を可能にするものでもあろう。そのような観点か ら,こ のフ

ライシュマン報告書は,1969年 の 「地域分権法」 は大都市の教育課題に対応できる管理構造

への再編に着手 したものであると評価 し,そ れの一層根本的な再編のための青写真を,政 治

的にはそれの実現の可能性は弱いとしても,具 体的に提示 したものとして注 目される。
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5.教 育行 政 の分権 化 と コ ミュニ テ ィ管 理

ニューヨーク市における1970年 前後の教育行政の分権化の法制化とその要求や改革案等は,

肥大化した集権的教育行政組織が社会的諸条件の急激な変化のなかで提起されてきた新しい

教育要求への感受性や対応能力を有効に発揮できず,と くにゲ ットーでの 「教育的失敗」が

深まるなかで,組 織的有効性を高めることをもとめるものであった。それは,主 要にはゲッ

トーの住民による学校の 「自主的管理」の要求に触発されて具体化されてきたものであった

が,彼 らの要求する学校のコミュニティ管理の制度化の方向そのものを基本的に指向するも

のであったとはいえないであろう。もっとも学校のコミュニテ ィ管理の運動は必ずしも統一

された明確な共通の目標をもっているのではないが,典 型的にはその運動は,そ のコミュニ

ティ出身の人々一 父母 ・専門職者 ・教師 ・牧師さらにその地域に居住 し教育に関心をもっ

人々の代表者によって設立されたコミュニティ組織が・学校運営上の管理権をすべてもつべ

きことを主張するものであり,そ のような管理構造の変革により学校の教育実践の質的改善

をもとめていたからである。そこでは,伝 統的に白人の権力構造に支配されてきた教育価値

とは異な ったところの,人 種的マイノリティや低所得階層の生活に根ざす新 しい教育価値を

具現するための教育実践への変革を志向する学校管理組織の改革が もとめられるが故に・学

校のコミュニティ管理の運動は政治的性格を基本的にもっていたことは否定できないであろ

う。

しかして 「分権化の諸提案は,全 市域的な委員会やその職員である中央行政機関によって

のみ行使されうる権i限の範囲を再検討しようとする意思か ら生ずる」44)のであり,そ の限り

において分権化では,学 校管理上の重要な領域についての決定権を原則として行政単位の下

位組織における教育専門職または行政官に委譲し・せいぜい・その政策決定の形成過程にお

いて住民参加を可能にするための制度化をはかることもありうるであろう。上述のフライシ

ュマン報告書は,そ のような教育行政の分権化をもとめた一つの代表的な提案としての性格

を強 くもつものであったといえよう。

もともと教育委員会は,学 校のコミュニティ管理の理念を歴史的原型として社会的に定着

し発展 してきたものであった。 しか し前述のようにとくに19世 紀後半以後,一 般に教育組織

の規模が拡大し教育実践が専門性を高める過程で,公 教育の素人管理(laymanCOntrOl)か

ら専門職管理への傾向を強め,管 理機構の整備拡充にともなって一面では教育長職を中心に

した教育官僚制を形成した。換言すれば,こ の過程は,公 教育に対 して 「素人」化 した地域

住民の,そ のコミュニテ ィの教育政策に対する発言力が弱められ,公 立学校の機能を次第に

コミュニティから遊離させるとともに,さ らに管理機構のみでな く全体としての教育組織の
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官僚制化は,ま すます コミュニティとその生徒に対する教育組織の感応性(sensitivity)を

弱めていった。大都市化は,そ のような二つの傾向を一層助長 し,こ とにゲットーにおいて

かかる公教育組織の病理的機能が顕著に表面化 したが故に,し かも人種統合教育を推進する

可能性が現実にな くなっていたので絢,い わば逆説的に,学 校のコミュニティ管理の運動を

高揚させる基盤も深 く培養されていたと考えられる。

したがって学校のコミュニティ管理の運動を以上のような文脈において理解するとき,そ

の運動ではコミュニティ管理の組織化そのものを目的とするのではなく,そ れ故,公 教育の

素人管理の理念の単なる復権の主張ではないといえよう。しかも公教育に関して裁判所の下

した判例や州の諸種の教育規程,さ らに団体交渉による協定なども包摂 した意味での,ニ ュ

ーヨーク市の現実の教育管理構造は,歴 史的原理 としてのコミュニティ管理の論理を容易に

受け入れるものでないことは,前 述のオーシャン ・ヒル=ブ ラウンズヴィルの実験学区に;お

ける教員等の人事権をめぐる紛争の事例からみても明らかであろう。

換言すれば,学 校のコミュニテ ィ管理の運動は,コ ミュニティにある公立学校をそ この地

域住民 自からが直接 に管理し,公 教育にふたたび前世紀的な狭義の地域主義(provincialism)

をよびもどすことをもとめているのではない。むしろそれは,社 会経済的に低い階層の子ど

もも,普 通の子 どもと同じく潜在的能力をもっている人間として公立学校において教育され

ることを要求 し,そ のような人間性のある教育活動を行うように公立学校を方向づけるため

に学校の責任(schoolaccoutability)を 問い質 していく手段 として,公 教育の管理への地域

住民の参加をもとめてきたのであ った。

しか してコミュニ・ティ管理 の運動は,前 述のように第201番 中学校開校問題を直接の契機

にしていたことからすれば,そ のコミュニティとは具体的には学校の通学区域の意味をもっ

ていたのであろう。 しか し1969年 の 「地域分権法」は,人 口20万 ないし25万の規模の区域を

コミュニティ学区と命名し,住 民参加の区域としてのコミュニティの概念を一層不明確にし

ている。それ故,教 育行政におけるコミュニティの概念が住民参加を可能にする市教育行政

の下位単位としての学区の適性規模という観点を含めて,再 検討を迫 られているといえよう。

コミュニティ管理の運動が,そ の初期の実験的段階において運動の成果を急ぐあまりに,

専門職としての教育管理者や教員組合と鋭どく対立的になったことは,そ の運動の推進のた

めにも問題を残す ことになったが,こ の運動の究極の目的は決して政治的対立や分裂を生み

出すことではな くて,公 立学校のすべての学習者に対する教育能力を高め,コ ミュニティの

教育要求との深いかかわりで教育専門職者が自己の職務遂行における責任を明確にすること

にあった。その限 りにおいて,コ ミュニティ管理の運動は,公 教育の専門職管理を否定する

のではなく,む しろ公教育における専門職主義(professionalism)を 真に高めることをもと

めていることに深 く留意されねばならないであろう。何故ならこのことは,一 面ではコミュ
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ニティ管理と教育行政の分権化とは,前 者が政治的性格を根底にもち後者は管理技術的次元

にとどまるものではあっても,両 者は基本的には対立 し矛盾するものではないことを意味す

るからであり,ま た他面において,公 教育管理への住民参加の範囲が専門職の自律性(auto一

nomy)と の 関 係 に おい て 改 めて 問題 を提 起 して い るか らで あ る。 この よ う な観 点 か ら,フ

ライシュマン報告書の1969年 の 「地域分権法」体制への批判的分析にもとつ く改革案が,今

後,ニ ュー ヨー ク市 の 教 育 管 理 構 造 の なか に い か に反 映 させ られ て い くか,改 め て注 目され

るの で あ る。
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GOVERNANCEOFTHEPUBLICEDUCATIONAND

PARTICIPATIONOFTHEAREARESmENTS

一ACASESTUDYOFNEWYORKCITY一...

TERuMoToKANEKO

ThisarticleaimsatanalyzingtheprocessofdecentralizationoftheNewYorkCity

schoolsystenlibrecentyearsfromthepointofviewofhowthemetropolitanizationof

Americansocietyhashadasignificantimpactontheschoolgoveτnancestructure.

ThedevelopmentalprocessoftheschoolgovernanceinNewYorkCitywasdlfFerent

fromthatofNewEnglandwherethetraditionalideaofthelocalcontrolofeducation

wasformedoriginally.And,witharaかidandsharpincreaseofpopulation,theschoool

governancestructureinNewYorkCitybe¢amemoreandmorecentralizedandover-

bureaucratized,butitsadministrativefunctionwasalienatedfro皿thesocialconditions

ofcommunitiesandthedemandsofparentsofthedisadvalltagedandwasparticular-

lyinastateofdisorderintheghetto.

Themetropolitanizationwhichhasconti珊edatanoticeablepaceinthepost-war

periodhascontributedtoalteringtheenvirollmentofschooIsandhasimpededthe

schoolintegrationbybusinginthegreatcitiesasNewYorkCity.Andthefailureto

achievetheintegrationofschooleducationconvincedleadersofthecivilrightsmove・

mentandparentsof"educationallydisadvantaged"ofthenecessityforgainingcom-

munitycontroloftheschoolsinordertoimprovethequalityofeducationforghetto

students.

TheBundypanel-themayor'sadvisorypanelondecentralizationofthecity

schoolsystem-proposedin1967forNewYorkCitya``CommunityScねoolSystem,

consistillgofafederationoflargelyautonomousschooldistrictsandacentraleducational

agency".ButinthisBundyplanthequestionremainsastohowtoorganizetheinte.

gratingfuncti6hofeducationaladministrationformaintainingthecity,widelevelas

thepubliceducationofNewYorkCity.

The1969DecentralizationActhashadacharacterthathadbeengotone'sideain

shapethroughreconstructingtherecommendationsforeducationalreformoftheBundy

panelfromastandpointorientedtothe.schoolestablishment.Ther合fore,theDecentra-

lizationActdidnoteffectarealandsignificantchangeinthedistributionofpowerin

schooldeccision.making.

FleischmannCommission,whichwasestablishedin1969toproposetherecommen-

dationsforthereformationofschoolgovernancestructureofNewYorkState,urged
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initsrepσrtthatgreaterdecision-makingpowerbegrantedtothelocalschoo1,andthe

institutionforparents'participationintheeducationalprocessbeorganizedinthe

Iocalschoolsystem.TheIegislativetrendtodecentralizetheeducationaladministration

ofcitypublicschoolandthecolnmunity-controlmovementhaveaimedatimproving

thequalityofschooleducationforallstudents,andmakingaccountabletocommunity

forwhatschoolprofessionalshavedone.


